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医療用医薬品の流通と
独占禁止法

流通改善ガイドラインと独占禁止法

●流通改善ガイドラインの位置付け
まず、流通改善ガイドラインについてお話しし
ます。流通改善ガイドラインは厚生労働省（厚労
省）の権限及び責任で策定されました。厚労省は
事業者に所管法令に反する行為があった場合、そ
の是正を求める行政指導を行います。当該行為を
やめるように行政処分を命じたり、営業停止処分

を命じたりする権限があります。
一方、流通改善ガイドラインは法令ではないた
め、違反行為があったとしても、個別事業者に対
して直ちに法的処分は行えません。つまり、流通
改善ガイドラインを守らない取引先に対して、厚
労省にペナルティを求めても行政処分は行えず、
できるのは行政指導までです。ただし、厚労省の
指導により、改善が期待されます。
個別事業者が流通改善ガイドラインを遵守する

樋口 陽介
TMI総合法律事務所 弁護士

独占禁止法研修会の講演では、「医療用医薬品の流通と独占禁止法」と題して樋口弁護士にお話
しいただいた。
樋口弁護士は、平成17年に独占禁止法が改正され、課徴金減免制度が導入されたことにより、
カルテルは必ず発覚するものになったと説明した。また、改正に伴って課徴金が多額になり、加
えて重大事件では刑事罰が科されるとも指摘。だからこそカルテルには絶対に関わらないことが
肝要だが、関わる意思がなくても思わぬところにリスクが潜んでいるため、独占禁止法を十分に
理解して慎重に対応することが求められていると警鐘を鳴らした。さらに、被災地への救援物資
配送など、震災等緊急時における注意事項についても教示した。

日時：�令和７年11月18日（火）�
15：30～16：30

会場：シティプラザ大阪

＊講演内容は、当日の講演から原稿を作成し、講師校閲のうえ、掲載したものです。

講 　 演
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北海道 11月14日（金） 北海道

東北 11月10日（月） 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

関東・甲信越 12月４日（木） 東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟

東海 10月28日（火） 静岡・愛知・岐阜・三重

近畿・北陸 11月18日（火） 大阪・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・富山・石川・福井

中国・四国 12月２日（火） 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知

九州 12月８日（月） 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

卸売業連合会及び卸公取協共催

独占禁止法研修会
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令和７年度独占禁止法研修会は、
「医療用医薬品の流通と独占禁止法」をテーマに

７地区で開催されました。
今号では令和７年11月18日に開催された
近畿・北陸地区の講演を掲載します。

中国・四国地区東海地区
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